
 

 

平成 30 年度 

   十勝管内 町村職員採用試験（後期） 

「一般行政Ｂ」試験案内（平成 31 年 4 月採用予定） 

※「一般技術Ｂ」「資格・免許職Ｃ」は 8 月 14 日（火）に詳細を公表します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月 2 日 

 

 

 

乳用牛（22.4 万頭）と

肉用牛（22.5 万頭）、とも

に飼育頭数全道一を誇る

十勝を、管内を走る６つの

国道を線で繋いで「牛」の

地図で表しました。 

その「牛」に十勝の冬の

スポーツの代名詞「スケー

ト」を履かせました。 

※イラスト原案 

大谷忠彦（帯広市在住） 

十勝町村会事務局 
問い合わせ先 〒080－8588 帯広市東3条南3丁目 十勝総合振興局３Ｆ  

電話 0155-23-6204 

 

◆十勝の町村職員になろう！◆ 
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【１．試験区分等の変更】～平成 30 年度より試験区分の見直しを行いました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．町村職員として求める人材像】 

 

 

 

 

 

 

 

【３．後期の主な日程】 

【一般行政Ｂ】 

◆申込受付期間        7 月 17 日（火）～ 8 月 14 日（火） 

◆第１次試験（筆記）     9 月 22 日（土）13 時 15 分～17 時 

◆第２次試験（人物）    10 月 13 日（土） ※予備日 14 日（日） 

◆第３次試験（人物）    11 月 1 日（木）～11 月下旬（各町村個別実施） 

 

【一般技術Ｂ、資格・免許職Ｃ】 

    ◆公表日                  8 月 14 日（火） 

◆申込受付期間        8 月 14 日（火）～ 8 月 28 日（火） 

◆第１次試験（筆記）    9 月 22 日（土）13 時 15 分～17 時 

◆第２次試験（筆記・人物）  10 月 15 日（月）～10 月下旬（各町村個別実施） 

町村職員に必要不可欠な柔軟な発想や行動力を持っている人（チャレンジ精神） 

 

住民や職員と力を合わせて粘り強く仕事をやり遂げることができる人（誠実さ・責任感） 

   

広い意味での発信力・受信力のある人（コミュニケーション力） 

・ これまでの「一般行政」の他に、新たに「一般技術（土木・建築等）」及び「資格・免許職

（保健師・保育士等）」の試験を実施します。 

（第１次試験（筆記）の種目は、「一般行政」と同様、基礎能力試験、事務能力判断検査、適性検査の３つです。） 

 

・ 「上級」「初級」を廃止し、職種と年齢ごとに A[22～30 歳]、B[18～21 歳]、Ｃ[原則年

齢区分なし]の３つに分けます。（年齢は試験実施年度の翌年度の 4 月 1 日時点の年齢） 

 

・ 第１次試験の日程を「前期（６月）」「後期（９月）」とし、A 区分は前期、B 区分は後期に

実施します。 

 

・ 資格・免許職Ｃ区分は、前期・後期の年２回試験を実施します。（ただし、前期受験者は後

期を受験できません） 

 

・ 一般技術及び資格・免許職は、より多くの方に面接等の人物重視の試験を受けていただける

よう、第１次試験受験者全員を対象に、第２次試験（各町村個別実施）を実施します。 

（試験種目は基本的な専門性の確認のための個人面接及び、人物評価に係る個人面接が中心ですが、町村によっては筆記試

験や小論文がある場合があります。） 
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【４．採用予定者数及び受験資格】 

試験区分 採用予定者数 受験資格 身分 

後
期 

B [18～21 歳] 

※平成 9年4月2日から

平成 13 年 4 月 1 日ま

でに生まれた者 

一般行政 １３人 左記年齢要件のみ 

十勝総合振興局 

管内町村職員 

一般 

技術 

土木 

〈調整中〉 

8 月 14 日（火）に 

詳細を公表します。 

※申込書の内容は一般行政と同様です。 

建築 

Ｃ [原則年齢区分なし] 

※町村により、年齢の上

限を設ける場合があり

ます。 

資格・ 

免許職 
※職種未定 

 

◆町村別採用者数                             （単位：人） 

町村名 
一般 

行政 B 

一般技術 B 資格・免許職Ｃ 
町村名 

一般 

行政 B 

一般技術 B 資格・免許職Ｃ 

土木 建築 ※職種未定 土木 建築 ※職種未定 

音更町 - 

〈調整中〉 

8 月 14 日（火）に 

詳細を公表します。 

※申込書の内容は一般行政と同様です。 

大樹町 1 

〈調整中〉 

8 月 14 日（火）に 

詳細を公表します。 

※申込書の内容は一般行政と同様です。 

士幌町 1 広尾町 1 

上士幌町 - 幕別町 1 

鹿追町 - 池田町 1 

新得町 １ 豊頃町 - 

清水町 1 本別町 2 

芽室町 １ 足寄町 1 

中札内村 - 陸別町 １ 

更別村 - 浦幌町 １ 

 合 計 13  

 

※ 一般行政の受験資格は年齢要件のみですが、一般技術、資格・免許職は年齢要件以外にも受験資格

があり、町村ごとに異なります。８月１４日（火）に詳細を公表しますので、ご確認ください。 

※ 最終合格後、受験資格に該当しないことが明らかになった場合には、合格は取り消しとなります。 

※ 受験できる区分はひとつのみです。併願はできません。 

※ ６月実施の前期を受験された方は、今回の後期を受験することができません。ただし、異なる試験

区分は受験可能です。 

 

※ 次のいずれかに該当する者は受験できません。 

① 日本の国籍を有しない者 

② 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む) 

③ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

④ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

⑤ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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【５．申込から採用までの流れ】 

 

◆一般行政Ｂ 

十勝町村会（18 町村合同実施）  各町村（個別実施） 

 

合
格
発
表
（
１０
月
２３
日
） 

↑ 

第
２
次
試
験
（
１０
月
１３
日
） 

※
予
備
日
１４
日 

↑ 

合
格
発
表
（
１０
月
１
日
） 

 
 

 
 

 
 

 

↑ 

第
１
次
試
験
（
９
月
２２
日
） 

↑ 

試
験
申
込
（
７
月
１７
日
～
８
月
１４
日
） 

 

採
用
（
平
成
３１
年
４
月
） 

 
 

↑ 
採
用
内
定
（
町
村
か
ら
直
接
本
人
に
通
知
） 

※
第
３
次
試
験
後
、
一
両
日
中
に
内
定
の
内
諾
を
求
め
ら
れ
る 

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

↑ 

第
３
次
（
最
終
）
試
験 

（
１１
月
１
日
～
１１
月
下
旬
） 

 
 

↑ 

各
町
村
か
ら
申
込
者
に
個
別
に
試
験
案
内
を
送
付 

 
 

↑ 

合
格
者
は
希
望
す
る
町
村
へ
第
３
次
試
験
受
験
の
申
込 

（
メ
ー
ル
・
電
話
等
） 

※ 町村の試験日は重なりません。希望する複数の町村を受験できます。 

 

◆一般技術Ｂ、資格・免許職Ｃ 

十勝町村会（18 町村合同実施）  各町村（個別実施） 

 

※
受
験
者
全
員 

第
２
次
試
験
を
受
験
で
き
ま
す
。 

↑ 
第
１
次
試
験
（
９
月
２２
日
） 

↑ 

試
験
申
込
（
８
月
１４
日
～
８
月
２８
日
） 

↑ 

試
験
公
表
日
（
８
月
１４
日
） 

 

採
用
（
平
成
３１
年
４
月
） 

 
 

↑ 

採
用
内
定
（
町
村
か
ら
直
接
本
人
に
通
知
） 

※
第
２
次
試
験
後
、
一
両
日
中
に
内
定
の
内
諾
を
求
め
ら
れ
る 

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

↑ 

第
２
次
（
最
終
）
試
験 

（
１０
月
１５
日
～
１０
月
下
旬
） 

 
 

↑ 

各
町
村
か
ら
申
込
者
に
個
別
に
試
験
案
内
を
送
付 

 
 

↑ 

希
望
す
る
町
村
へ
第
２
次
試
験
受
験
の
申
込 

（
メ
ー
ル
・
電
話
等
） 

※ 町村の試験日は重なりません。希望する複数の町村を受験できます。 

※ 町村ごとに、必要な資格等は異なります。 

 

※ 一般行政Ｂ、一般技術Ｂ、資格・免許職Ｃいずれの試験区分も、第１次試験の試験種目は同じです。 

※ 採用は全て地方公務員法第 22 条第 1 項の規定に基づき条件附き採用となります。平成 31 年 4

月より、6 か月勤務し、その間、良好な成績で職務を遂行したときに、正式採用となります。 

 

注：試験申込書記入事項に不正があるときは、採用される資格を失うことがあります。 
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【６．各町村役場 住所及び電話番号】 

 

町村名 郵便番号 住所 総務課 電話番号 

音更町 080-0198 河東郡音更町元町２番地 ０１５５－４２－２１１１ 

士幌町 080-1200 河東郡士幌町字士幌２２５番地 ０１５６４－５－５２１１ 

上士幌町 080-1492 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３８番地 ０１５６４－２－２１１１ 

鹿追町 081-0292 河東郡鹿追町東町１丁目１５番地１ ０１５６－６６－２３１１ 

新得町 081-8501 上川郡新得町３条南４丁目２６番地 ０１５６－６４－５１１１ 

清水町 089-0192 上川郡清水町南４条２丁目２番地 ０１５６－６２－２１１１ 

芽室町 082-8651 河西郡芽室町東２条２丁目１４番地 ０１５５－６２－９７２０ 

中札内村 089-1392 河西郡中札内村大通南２丁目３番地 ０１５５－６７－２３１１ 

更別村 089-1595 河西郡更別村字更別南１線９３番地 ０１５５－５２－２１１１ 

大樹町 089-2195 広尾郡大樹町東本通３３番地 ０１５５８－６－２１１１ 

広尾町 089-2692 広尾郡広尾町西４条７丁目１番地１ ０１５５８－２－０１７５ 

幕別町 089-0692 中川郡幕別町本町１３０番地１ ０１５５－５４－６６０８ 

池田町 083-8650 中川郡池田町西１条７丁目１１番地 ０１５－５７２－３１１１ 

豊頃町 089-5392 中川郡豊頃町茂岩本町１２５番地 ０１５－５７４－２２１１ 

本別町 089-3392 中川郡本別町北２丁目４番地１ ０１５６－２２－８１２０ 

足寄町 089-3797 足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１ ０１５６－２５－２１４１ 

陸別町 089-4311 足寄郡陸別町字陸別東１条３丁目１番地 ０１５６－２７－２１４１ 

浦幌町 089-5692  十勝郡浦幌町字桜町１５番地６ ０１５－５７６－２１１１ 
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【７．試験内容・日時・会場及び合格発表】 

 

◆一般行政Ｂ 

 

・第１次試験（筆記） 

試験内容 ●基礎能力試験 60分   ●事務能力判断検査 約 50分  ●適性検査 約 35分 

試験日時 平成 30年 9月 22日（土）13時 15分～17時（終了予定） 

試験会場 とかち館  （帯広市西 7条南 6丁目（地図は１０ページ参照）） 

合

格

発

表 

発表日 10月 1日（月）10時 

発表方法 

各町村役場のホームページに受験番号を掲載するほか、十勝総合振興局 3 階十勝町村会

事務局掲示板及び各町村役場において合格者の受験番号を掲示します。（電話による照会

は応じません） 

なお、合格者には合格通知及び第２次試験実施案内（封書）を発送します。（10 月 2 日

頃到着予定） 

試験内容 

（ア）基礎能力試験は文章読解能力、数的能力、推理判断能力、人文・社会・自然に関す

る一般知識、基礎英語の５分野から出題されます。（択一式・120 題） 

※法律・経済などの専門分野は出題しません。（例題１３,１４ページ参照） 

（イ）事務能力判断検査は事務職員としての適応性について検査を行います。 

（ウ）適性検査は公務員としての適性について、性格検査法による検査を行います。 

（エ）適性検査については、第２・３次試験で評定します。 

留意事項 

（ア）試験会場及びその周辺には駐車できません。 

（イ）試験会場は、12 時から入場することができます。 

（ウ）電子機器の時計替わりの使用は禁止します。 

（エ）必要な持ち物として、写真の貼ってある受験票、筆記具(ＨＢ以上の鉛筆、消しゴム

等)、腕時計(時計機能だけのもの)となります。 

※受験票が 9月 14 日（金）までに届かないときは、直ちに十勝町村会事務局まで問い合わせてくだ

さい。 
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・第２次試験（第１次試験合格者に対して行います。） 

試験内容 人物試験  個別面接により行います。 

試験日時 

平成 30年 10月 13日（土）※予備日 14日（日） 

（ア）基本的には 13日（土）のみの予定ですが、第１次試験合格者数によっては、 

14 日（日）に行う場合もあります。 

（イ）試験時間は、午前か午後、待ち時間を含めて 2時間 30分程度 

試験会場 十勝総合振興局 （帯広市東 3条南 3丁目（地図は１０ページ参照）） 

合

格

発

表 

発表日 10月 23日（火）10時 

発表方法 

各町村役場のホームページに受験番号を掲載するほか、十勝総合振興局 3 階十勝町村会

事務局掲示板及び各町村役場において合格者の受験番号を掲示します。（電話による照会

は応じません。） 

留意事項 
合格発表には、合格者の受験番号、第３次試験日程のほか、第３次試験の受験を希望す

る町村への申込方法を添付しています。なお、合格通知書の発送はいたしません。 

 

 

・第３次（最終）試験（第２次試験合格者に対して行います。） 

試験案内 

（ア）希望する町村への事前の受験申込（メ―ル・電話等）が必要です。（申込方法は、第２

次試験合格発表の各町村のホームページでお知らせします。） 

（イ）各町村から､申込者に個別に試験案内を送付します。 

試験内容 人物試験  各町村の方法によります。（個別面接・集団面接・集団討論等） 

試験日時 
平成 30 年 11月 1 日（木）～11 月下旬 

※各町村の日程は第２次試験日にお知らせします。各町村の試験日は重なりません。 

試験会場 各町村役場が指定する場所 

合格発表 

採用町村から直接本人に通知されます。 

※第３次試験後、その日のうち又は翌日までに当該町村から内定の内諾を求められる場合が

ありますのであらかじめご承知おきください。 
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◆一般技術Ｂ 

◆資格・免許職Ｃ 

 

・第１次試験（筆記） 

試験内容 ●基礎能力試験 60分   ●事務能力判断検査 約 50分  ●適性検査 約 35分 

試験日時 平成 30年 9月 22日（土）13時 15分～17時（終了予定） 

試験会場 とかち館  （帯広市西 7条南 6丁目（地図は１０ページ参照）） 

合格発表 
なし 

※第１次試験受験者全員が第２次試験を受験することができます。 

試験内容 

（ア）基礎能力試験は文章読解能力、数的能力、推理判断能力、人文・社会・自然に関する一

般知識、基礎英語の５分野から出題されます。（択一式・120題） 

※法律・経済などの専門分野は出題しません。 

（イ）事務能力判断検査は事務職員としての適応性について検査を行います。 

（ウ）適性検査は公務員としての適性について、性格検査法による検査を行います。 

（エ）適性検査については、第２次試験で評定します。 

留意事項 

（ア）試験会場及びその周辺には駐車できません。 

（イ）試験会場は、12 時から入場することができます。 

（ウ）電子機器の時計替わりの使用は禁止します。 

（エ）必要な持ち物として、写真の貼ってある受験票、筆記具(ＨＢ以上の鉛筆、消しゴム等)、

腕時計(時計機能だけのもの)となります。 

※受験票が 9 月 14 日（金）までに届かないときは、直ちに十勝町村会事務局まで問い合わせてくださ

い。 

 

 

・第２次試験（第１次試験受験者全員に対して行います。） 

試験案内 

（ア）希望する町村への事前の受験申込（メ―ル・電話等）が必要です。（申込方法は、第１

次試験受験時にお知らせします。） 

（イ）各町村から､申込者に個別に試験案内を送付します。 

試験内容 筆記試験・人物試験  各町村の方法によります。（筆記試験・個別面接・集団面接等） 

試験日時 
平成 30 年 10月 15 日（月）～10 月下旬 

※各町村の日程は第２次試験日にお知らせします。各町村の試験日は重なりません。 

試験会場 各町村役場が指定する場所 

合格発表 

採用町村から直接本人に通知されます。 

※第２次試験後、その日のうち又は翌日までに当該町村から内定の内諾を求められる場合が

ありますのであらかじめご承知おきください。 
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【８．試験申込書と受験票の入手方法】 

 

 

【９．申込手続及び受付期間】 

申
込
手
続 

申込先 十勝町村会事務局（住所は表紙に記載）に提出してください。 

申込方法 

（ア）別添の試験申込書及び受験票に必要事項を必ずボールペンで自筆により記入（パソコ

ン等で作成した物は受理できません）してください。※消せるボールペン不可。 

（イ）直接持参の場合は、上記申込先に提出してください。郵送の場合は、必ず簡易書留郵

便（郵便局で手続きをする必要があります。）で十勝町村会事務局に送付してください。 

※記入及び郵送の方法については、９ページの「試験申込み方法」を参照して下さい。 

受付期間 

◆「一般行政Ｂ」 

平成 30 年 7月 17 日（火）～8 月 14 日（火） 

◆「一般技術Ｂ」「資格・免許職Ｃ」 

平成 30 年 8月 14 日（火）～8 月 28 日（火） 

※受付時間は 9 時～17 時（土日・祝日を除く） 

※郵送の場合、「一般行政Ｂ」は 8月 14 日（火）、「一般技術Ｂ」「資格・免許職Ｃ」は 

8 月 28 日（火）の消印のあるものに限り受け付けます。 

受験票の作成 

（ア）必要事項を記入した受験票は、郵便はがきの裏面に貼り付けてください。事務局で受

験番号を記入した上で、9月上中旬に郵送します。 

（イ）受験番号が記入された受験票に、写真欄に写真（4 ㎝×3 ㎝、裏面に氏名を記入した

もの）を必ず貼り、試験当日持参してください。 

※受験票が 9 月 14日（金）までに届かないときは、直ちに十勝町村会事務局まで問い

合わせて下さい。試験当日に写真が貼られていない場合は受験できません。 

 

 

 

 

 

ホームページからプリ

ントアウトする場合 

十勝総合振興局管内各町村役場（町村名は４ページを参照）のホームページに掲載

の試験案内より、様式をプリントアウトしてください。この場合、試験申込書は 

Ａ４サイズの用紙に両面印刷して下さい。 

郵送で入手する場合 

封筒に「試験申込書請求」と朱書きし、140 円切手をはった宛先明記の返信用封筒

（角２サイズ(240㎜×332㎜)）を必ず同封の上、一般行政Ｂは、8月 10 日（金）

一般技術Ｂ、資格・免許職Ｃは、8月 24 日（金）までに必着で、十勝町村会事務

局に請求してください。 

直接入手する場合 

十勝町村会事務局又は十勝総合振興局管内各町村役場に来てください。 

※受付時間は 9 時～17 時（土日・祝日を除く） 

※電話での請求には応じません。 
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試験申込み方法 

１ 「試験申込書」に必要な事項を記入し、必ず写真を貼る。 

※写真ははがれやすいのでセロハンテープ等で補強してください。 

※消せるボールペンは不可。 

 

２ 「受験票」に試験区分・氏名に必要事項を記入する。 

※写真は、十勝町村会事務局より返送後、第１次試験日までに貼り付けてください。 

（申込時、写真は不要。） 

※受験番号の欄には何も記入しないでください。 

※「一般行政Ｂ」受験の方は、試験区分をあらかじめ記入しております。 

 

３ 郵便はがきの宛名面に受験票郵送先の住所及び氏名を記入する。 

  ※平成 29 年 6 月 1 日より、郵便はがきの料金が 62 円に変更となりました。ご自宅にあるは

がき（50円、52円）をご使用する場合は、適宜切手を貼って対応してください。 

※はがきと同じ大きさのもので、62円切手を貼った私製はがきに限り、代用を認めます。 

※氏名記入の際に、「様」は斜線など訂正せず、そのまま「様」と記入してください。 

 

４ 「受験票」を切り取り線に沿って切り取り、郵便はがきの裏面に、はがれないようし

っかりのり付けする。 

表            裏 

 

             

          

                              

 

 

 

 

５ 試験申込書と受験票を提出する。 

※郵送の場合は、封筒の表に「試験申込書在中」と記入し、十勝町村会事務局へ必ず簡易書留

で送付すること。持参する場合、封筒は必要ありません。 

※封筒の大きさは角２サイズ(240 ㎜×332 ㎜)を基本としますが、試験申込書の写真及び受験

票が折れなければ、大きさは問いません。 

 

 

 

 

 

 

（
あ
な
た
の
住
所
） 

（
あ
な
た
の
氏
名
） 

様 

みほん 

あなたの住所の郵便番号 

「様」は訂正せずそのまま記入する。 

受験票を郵便はがきにしっかり貼り付ける。 

６２円 
受験番号の欄は何も記入しない。 

希望する試験区分に◯を付ける。 

※「一般行政Ｂ」は記入不要。 

申込時、写真は不要。 

（返送後、第１次試験日までに貼付） 

氏名・ふりがなを記入する。 
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【１０．その他】 

平成 29年度実施の十勝管内町村職員採用試験において「採用資格候補者名簿」（第２次試験合

格者）に掲載されていても、第１次試験等の免除措置が無いことを了承願います。 

 

 

【１１．試験会場の位置図】 

 

第１次試験会場 とかち館 

 

住所 帯広市西 7条南 6丁目 2 

電話 0155-24-1040 

 

帯広駅より 徒歩 15分  

車で 5分 

 

帯広空港より車で 30分 

 

 

 

 

 

 

第２次試験会場 十勝総合振興局 

 

住所 帯広市東 3条南 3丁目 

電話 0155-23-6204（十勝町村会直通） 

 

帯広駅より 徒歩 25分 

      車で 10分 

 

帯広空港より車で 40分 
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【１２．最近の町村職員採用実績（一般行政のみ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 計 

上級 

22～30 歳 

初級 

18～21 歳 

上級 

22～30 歳 

初級 

18～21 歳 

上級 

22～30 歳 

初級 

18～21 歳 

上級 

22～30 歳 

初級 

18～21 歳 

上級 

22～30 歳 

初級 

18～21 歳 

音更町 6 2 3 1 2 - 2 - 13 3 

士幌町 2 - 2 - 4 3 2 - 10 3 

上士幌町 1 - 4 - 2 - 5 - 12 - 

鹿追町 2 - 3 - 3 - 2 - 10 - 

新得町 2 3 1 - 3 1 1 1 7 5 

清水町 2 3 4 2 4 1 3 2 13 8 

芽室町 5 4 2 3 2 3 ３ 3 12 13 

中札内村 1 - 2 4 - - 1 - 4 4 

更別村 4 - 2 - 2 1 - - 8 1 

大樹町 3 2 2 3 1 1 2 2 8 8 

広尾町 4 3 6 3 1 2 2 2 13 10 

幕別町 5 3 6 - 2 2 4 - 17 5 

池田町 3 3 2 2 2 2 3 3 10 10 

豊頃町 2 - 2 1 1 1 2 - 7 2 

本別町 4 4 2 3 2 2 1 3 9 12 

足寄町 - 2 2 2 2 5 - 3 4 12 

陸別町 1 1 2 - 1 - 1 2 5 3 

浦幌町 1 3 - 2 - 1 1 4 2 10 

計 48 33 47 26 34 25 35 25 164 109 
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帯広東京航空便

17:00

17:50

8:40
9:30

13:10
13:50
15:10
18:35

19:25

AIRDO 67

JAL 579

7:05
7:55

11:35
12:15
13:35

AIRDO 61
JAL 573
JAL 575
AIRDO 65
JAL 577

航空便

16:15
15:55 17:40
19:10 20:55

20:10 21:55JAL 576

帯広 東京
9:15 11:00

10:15 12:00
13:55 15:40
14:30

AIRDO 62
JAL 570
JAL 572
AIRDO 66
JAL 574
AIRDO 68

ＪＲ 上り
Ｓとかち2号

Ｓおおぞら2号

Ｓとかち4号

Ｓおおぞら4号

Ｓとかち6号

Ｓおおぞら6号

Ｓとかち8号

Ｓおおぞら8号

Ｓおおぞら10号

Ｓとかち10号

Ｓおおぞら12号

19:22 19:56 21:43 22:06 22:15

13:39 15:20 15:49 17:22 17:46 17:56

釧路 帯広 新得 南千歳 新札幌 札幌

6:45 7:17 9:00 9:23 9:33
6:26 8:02 8:34 10:14 10:36 10:45

8:47 9:26 11:08 11:32 11:40

11:10 11:45 13:24 13:47 13:56
8:23 9:56 10:26 11:53 12:16 12:26

16:18

22:58

16:14 17:47 18:16 19:44 20:06 20:15

11:24 12:57 13:30 15:07 15:32 15:41

19:00 20:34 21:03 22:28 22:49

13:30 14:07 15:44 16:09

Ｓおおぞら1号

Ｓとかち1号

Ｓおおぞら3号

Ｓとかち3号

Ｓおおぞら5号

Ｓおおぞら7号

Ｓとかち5号

Ｓおおぞら9号

Ｓとかち7号

Ｓおおぞら11号

Ｓとかち9号

ＪＲ　下り

21:21
22:20 23:55

14:16 14:25 14:48 16:28 17:00
16:08
17:24
18:32
19:40

21:04

札幌

7:00
7:54
8:54

10:24
11:53

16:17
17:33
18:40
19:49

21:12

新札幌

7:09
8:02
9:03

10:34
12:02

16:41
17:56
19:05
20:11

21:32

南千歳

7:30
8:26
9:26

10:57
12:26

18:28
19:41
20:44
21:49

23:09

新得

8:55
9:55

11:06
12:36
13:52

11:40 13:20
13:10
14:22 15:56

帯広 釧路

9:26 11:00
10:36

23:41

18:39
19:00
20:18 21:59

【１３．帯広まで（から）の各交通機関の時刻表】（平成 30 年 3 月 22 日作成） 

  

ＪＲ特急時刻表 ※Ｈ30.3.17改正               航空便時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市間バス（ポテトライナー） ※Ｈ30.4.1改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市間バス（ノースライナー） ※Ｈ26.9.10改正 

 

 

 

 

 

 

※時刻など、変更となる場合がありますのでご利用前に必ずご確認ください 



- 13 - 

基礎能力試験例題 ※高卒程度レベル（一般行政Ｂ） 

 

(1) 1 個 80 円のみかんと 1 個 120 円のりんごを合わせて 10 個買ったら、代金は 920 円であった。1 個 80 円の

みかんを何個買ったか。 

 

１．3    ２．5   ３．7    ４．9    ５．11 

 

(2) ある学年で、化学の講義を受講している学生が 75 名おり、化学と英語の講義を両方受講している学生は 16 名

いる。また化学の講義も英語の講義も受講していない学生は、80 名である。学年全体の人数が 238 名のとき、

英語の講義をとっている学生は何名か。 

 

１．179   ２．83   ３．155   ４．73   ５．99 

   

(3) 砂漠を流れる大オアシスの役割を果たしている川は、次のうちどれか。 

 

１．コロラド川  ２．ガンジス川  ３．テムズ川 

４．アマゾン川  ５．ライン川 

 

(4) 5Ωの抵抗値の電熱線 2 本を直列につないだ回路に 20Ｖの電圧をかけたとき，回路に流れる電流は何Ａか。 

 

１．2Ａ  ２．4Ａ  ３．500Ａ  ４．0.8Ａ  ５．200Ａ 

 

(5) 以下の漢字の正しい読みはどれか。 

「撒く」 

１．まく   

２．わく 

３．いく 

４．むく 

５．とく 

 

 (6) 「辞任」の反対語はどれか。 

 

１．辞退  

２．就任   

３．任務 

４．任命 

５．退社 
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(7) 以下の計算をしなさい。 

    ①(－13) － (＋28)  

 

１．  9  

２．－41   

３．－15 

４． －9 

５．  15 

 

② (－8) － (－17) 

 

１．   9   

２．－25 

３．  25 

４． －9 

５．－15 

 

(8) 下線部分と同じ発音を含む単語を 1～5 の中から選びなさい。 

 loose 

 

１．measure  

２．tease 

３．base    

４．choose 

５．treasure 

 

(9) それぞれの日本文の意味を最も適切に表している英文を 1～5 から選びなさい。 

 

この本を辞書なしで読むことは彼には難しいです。 

 

１．It is difficult for him to read this book without a dictionary.   

２．This book is too difficult to read to him without a dictionary. 

３．It is difficult of him reading this book without a dictionary. 

４．It is difficult to him for reading this book without a dictionary. 

５．This book is so difficult that he can read it with a dictionary. 

 

 

 

 

 

解答 

(1) ３ (2) ５ (3) １ (4) １ (5) １ 

(6) ２ (7)① ２ (7)② １ (8) ３ (9) １ 
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